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１．『個別外部監査報告書に添えて提出する意見書』の位置づけについて 

 

  『個別外部監査報告書に添えて提出する意見書』（以下、「意見書」という。）

は、地方自治法（以下、「法」という。）第 252 条の 41 第 6 項で準用する法第

252 条の 38 第 2 項に基づくものである。すなわち、平成 21 年 12 月 25 日に提

出した『個別外部監査報告書』（以下、「監査報告書」という。）に添えて提出

する意見書である。その意図するところは、「地方公共団体の財政の健全化に

関する法律」（以下、「財政健全化法」という。）に基づき、名古屋市長（以下、

「市長」という。）が平成 22 年 3 月 31 日までに策定しなければならない経営

健全化計画（財政健全化法第 23 条）に対して、監査報告書の内容及び趣旨が

適切に反映されることを、経営健全化計画の実際の策定過程を含めて最終的

に確認するところにある。 

 

２．経営健全化計画と監査報告書との関係について 

 

  市長が策定しなければならない市バス事業に係る経営健全化計画（財政健

全化法第 5 条第 1 項）は、あらかじめ、個別外部監査を受けることが強制さ

れている（財政健全化法第 26 条）。また、当該個別外部監査の結果について

は、「措置」を講じることが求められ、「その旨を監査委員に通知する」こ

とになっている（法第 252 条の 38 第 6 項）。監査人が提出した監査報告書に

おいては、経営健全化計画に盛り込むべき事項として、総活的意見で 7 項目、

個別意見で 24 項目を示した。これらの意見について、監査報告書の内容を確

認する市内部の手続きとして、平成 21 年 12 月 25 日に交通局長から同意の意

思を受けている。このことによって、実質的には監査報告書の内容が、平成

21 年度末の議会に提出される経営健全化計画に適切に反映されるものと監査

人は認識した。 

 

３．「経営健全化計画素案」の位置づけについて 

 

  一方、監査報告書が提出される前日に交通局が議会に提出した「経営健全

化計画素案」（以下、「素案」という。）には、監査報告書の内容が一切反映さ

れていない。そのような素案を議会に提出すること自体、様々な問題を含ん

でいる。 

すなわち、財政健全化法では、経営健全化計画を策定する前に個別外部監

査を受けるべきであるとしているが、その趣旨は、独立した第三者の立場に

ある監査人から、監査の実施を通して公営企業の事業の管理に関して、専門

性の高い意見を聴取し、その意見を経営健全化計画に反映させることにある
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ためである。そうであるとすれば、交通局が作成した素案に監査報告書の内

容が本来、反映されるべきであったと考える。 

また、当該素案は一般に名古屋市民に対しても公表され、その意見を聴取

することとしているが、市民が監査報告書の内容（特にその概要版）も併せ

て、容易に参照できる仕組みを構築すべきであったと考える。 

 

４．危機の本質の認識と経営健全化の更なる努力のために 

 

  このようなことが将に進行している現状に対して、既に監査報告書を市長

に提出した監査人としては、市バス事業の経営健全化の方向性に対して強い

憂慮の念を抱くものである。市バス事業の危機の本質は、資金不足比率の問

題以上に、莫大莫大莫大莫大なななな債務超過債務超過債務超過債務超過（（（（178178178178 億円億円億円億円））））とととと累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金（（（（533533533533 億円億円億円億円））））をををを抱抱抱抱えるえるえるえる事事事事

業業業業であるというところにありであるというところにありであるというところにありであるというところにあり、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする感受性感受性感受性感受性のののの問題問題問題問題にもあるとにもあるとにもあるとにもあると判断判断判断判断しししし

ているているているている。。。。    

したがって、監査報告書では、経営健全化の方向性等に対して限定意見を

付したものであり、更なる経営努力を要する事項として、7 項目を列挙した。

１．でも述べたとおり、本年度末までに市長が策定する経営健全化計画に対

して、これらの項目が反映されることを監査人として見届ける義務があるも

のと考えている。 

 

５５５５．．．．まとめまとめまとめまとめ    

 

  素案素案素案素案ををををベースベースベースベースにににに経営健全化計画経営健全化計画経営健全化計画経営健全化計画がががが策定策定策定策定されるようであればされるようであればされるようであればされるようであれば、、、、市市市市バスバスバスバスのののの買換買換買換買換

えのえのえのえの際際際際のののの起債許可起債許可起債許可起債許可にににに少少少少なからぬなからぬなからぬなからぬ影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。    

素案素案素案素案のままではのままではのままではのままでは、、、、黒字路線黒字路線黒字路線黒字路線のののの剰余金剰余金剰余金剰余金がががが赤字路線赤字路線赤字路線赤字路線のののの赤字補赤字補赤字補赤字補てんにてんにてんにてんに充当充当充当充当されされされされ続続続続

けけけけ、、、、資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率のののの回復回復回復回復をををを遅遅遅遅らせるばかりからせるばかりからせるばかりからせるばかりか、、、、莫大莫大莫大莫大なななな債務超過債務超過債務超過債務超過やややや累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金

にににに対対対対するするするする無力感無力感無力感無力感をををを募募募募らせるだけであるらせるだけであるらせるだけであるらせるだけである。。。。    

監査報告書で述べた更更更更なるなるなるなる経営経営経営経営努力努力努力努力をををを要要要要するするするする事項事項事項事項をををを次次次次にににに再掲再掲再掲再掲するするするするが、その

中でも市市市市バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者のののの経営認識経営認識経営認識経営認識にににに問題問題問題問題があるがあるがあるがある最大最大最大最大のののの事項事項事項事項としてとしてとしてとして、、、、赤字路線赤字路線赤字路線赤字路線のののの

譲渡譲渡譲渡譲渡があるがあるがあるがある。。。。    

赤字路線赤字路線赤字路線赤字路線はははは最最最最もももも効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的にににに運行運行運行運行できるできるできるできる民営事業者民営事業者民営事業者民営事業者にににに委委委委ねるべきでねるべきでねるべきでねるべきで

あるあるあるある。。。。人件費人件費人件費人件費をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする運行経費運行経費運行経費運行経費がががが高高高高いいいい現在現在現在現在のののの直営方式直営方式直営方式直営方式はははは見直見直見直見直すべきすべきすべきすべき時時時時

期期期期にににに来来来来ているているているている。。。。    

そうすることでそうすることでそうすることでそうすることで一般会計一般会計一般会計一般会計からのからのからのからの補助金補助金補助金補助金のののの額額額額もももも最小化最小化最小化最小化しししし、、、、社会的効用社会的効用社会的効用社会的効用がががが最大最大最大最大

化化化化するものとするものとするものとするものと信信信信じるものであるじるものであるじるものであるじるものである。。。。そのための経営努力を市バス事業者は行う

べきである。 
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【【【【    経営健全化計画経営健全化計画経営健全化計画経営健全化計画へのへのへのへの反映反映反映反映：：：：資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率 20202020％％％％をさらにをさらにをさらにをさらに下回下回下回下回るるるる努力努力努力努力をををを！！！！    】】】】    

≪≪≪≪最優先課題最優先課題最優先課題最優先課題≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    路線路線路線路線のののの譲渡等譲渡等譲渡等譲渡等    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

市場化市場化市場化市場化テストテストテストテストのののの導入導入導入導入    

民営事業者への路線の売却は計画の中に含まれていない。赤
字路線の譲渡等を仮定した場合、市市市市バスバスバスバス事業直営事業直営事業直営事業直営のののの場合場合場合場合とととと民民民民
営事業者営事業者営事業者営事業者へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡のののの場合場合場合場合とをとをとをとを比較比較比較比較したしたしたした結果結果結果結果、、、、受入受入受入受入れるれるれるれる補助金補助金補助金補助金
のののの差異差異差異差異がそれほどがそれほどがそれほどがそれほど相違相違相違相違しないしないしないしない結果結果結果結果にありにありにありにあり、、、、市市市市バスバスバスバス直営直営直営直営のののの方方方方がががが
有利有利有利有利であるとであるとであるとであると必必必必ずしもずしもずしもずしも言言言言えないえないえないえない。。。。真剣真剣真剣真剣にににに路線路線路線路線のののの譲渡譲渡譲渡譲渡をををを検討検討検討検討すすすす
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。 

 

≪≪≪≪最優先課題最優先課題最優先課題最優先課題をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための努力努力努力努力≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    早期退職制度等早期退職制度等早期退職制度等早期退職制度等のののの徹底徹底徹底徹底    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

人件費人件費人件費人件費のののの更更更更なるなるなるなる見直見直見直見直しししし    

「「「「早期退職早期退職早期退職早期退職（（（（55555555 歳以上歳以上歳以上歳以上））））・・・・準早期退職準早期退職準早期退職準早期退職（（（（50505050 歳以上歳以上歳以上歳以上）」）」）」）」制度制度制度制度のののの
退職年齢退職年齢退職年齢退職年齢のののの更更更更なるなるなるなる引引引引きききき下下下下げをげをげをげを行行行行うううう等等等等してしてしてして、、、、人件費抑制人件費抑制人件費抑制人件費抑制のののの努力努力努力努力
をををを強強強強くくくく行行行行われたいわれたいわれたいわれたい。。。。運転士等の生涯賃金が 2割程度削減され
る（企業職員給料表（三））への移行が決定。しかし、その
実質的な内容は、現在の給与カットの効果を平成 51 年度まで
継続するというものである。 

≪≪≪≪利用者満足利用者満足利用者満足利用者満足のののの向上策向上策向上策向上策≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    黒字路線黒字路線黒字路線黒字路線のののの付加価値付与付加価値付与付加価値付与付加価値付与    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

黒字路線黒字路線黒字路線黒字路線にににに係係係係るるるる経営努力経営努力経営努力経営努力    
人件費等の更なる見直しや正規職員である運転士等の利用者
サービスの向上に努め、利用者の更なる増加策及び増収・増
益方策を検討されたい。 

≪≪≪≪業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの改革策改革策改革策改革策≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    管管管管理部門理部門理部門理部門ののののアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング等等等等    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

管理部門管理部門管理部門管理部門のののの業務改革業務改革業務改革業務改革    

管理部門の経費は営業費用約 230億円のうち、約 13億円に上
るので（構成比約 6％）、管理部門の業務改革について、民営
事業者に経営形態を変更した事例を参考にする等して、抜本
的な検討をされたい。 

≪≪≪≪業務業務業務業務プロセスプロセスプロセスプロセスのののの改革策改革策改革策改革策≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    ＰＰＰＰ・・・・ＤＤＤＤ・・・・ＣＣＣＣ・・・・Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：経営経営経営経営サイクルサイクルサイクルサイクルのののの実行実行実行実行    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

利用者等実態調査利用者等実態調査利用者等実態調査利用者等実態調査のののの実施実施実施実施    

経営健全化のための業務改革及び利用者満足度向上策の評価
について、PDCAの経営サイクルが十分に意識され、客観的
な調査データ等に基づき方策が立案されることが求められ
る。市バス利用者等の実態調査が、過去に外部委託により実
施されているが、その調査手法を内部化する努力が、管理部
門に求められる。 

≪≪≪≪組織組織組織組織・・・・職員職員職員職員のののの成長成長成長成長≫≫≫≫    ⇒⇒⇒⇒    経営戦略手法経営戦略手法経営戦略手法経営戦略手法・・・・評価制度評価制度評価制度評価制度・・・・内部統制内部統制内部統制内部統制のののの導入等導入等導入等導入等    

事事事事        項項項項    内内内内        容容容容    

様様様様々々々々なななな経営戦略手法経営戦略手法経営戦略手法経営戦略手法のののの導導導導
入入入入とととと内部統制内部統制内部統制内部統制のののの構築構築構築構築    

民間企業で実施されている様々な経営戦略手法（業績評価や
人事評価等、インセンティブ向上のための仕組みを含む）を
検討され、組織と職員の成長を強く意識された仕組みを創造
されたい。また民間企業に適用されている内部統制について
も、十分に意識した組織改革を実施されたい。 

 


